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さわら流し 

刺し網漁業 

３人 定めなし 定めなし 国東市国東町黒津ノ鼻から９０度（真方位）の線と大分市関崎と愛媛

県佐田岬とを結んだ線との間の海域であって、次の海域を除いた大分県

海域 

最大高潮時海岸線から４，０００メートル以内の海域。ただし、杵築

市美濃崎と大分市青崎鼻とを結んだ線以西においては、青崎鼻から同線

上３，０００メートルの点と大分市大分港赤灯台と日出町大神大崎鼻を

結んだ線上同灯台から２，０００メートルの点とを結んだ線及び最大高

潮時海岸線から２，０００メートル以内の海域 

7月1日から 

翌年の1月31

日まで 

杵築市（山香町及び大田を除く。）、速見郡日出町、別府市又は

大分市（旧大分郡野津原町及び旧北海部郡佐賀関町の区域を除

く。）に住所を有する者 

令和８年６月１８日から 

同年７月１８日まで 

 

備考 

１ この告示に係る許可の有効期間は、許可の通知日から令和８年10月31日までとする。 

 ２ この告示に係る許可又は起業の認可には、必要な条件を付けるものとする。 

 


